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下記国有地に係る標記のことについて、別添のとおり決定してよろしいか。
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※平成27年3月l1日付近財統-1第263号で予定価格を定めた事案について、再度予定価格を決定するもの
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調 書

1．事案の概要

下記2の財産については、平成25年9月2日、学校法人森友学園より取得等要

望書を受理し、小学校敷地として時価貸付(売払いを前提とする10年間の事業用

定期借地）を行う処理方針について、平成27年2月10日の国有財産近畿地方審

議会に諮問した結果、処理適当の答申を得たため、相手方との貸付契約に向けて、

年額貸付料の予定価格を決定するものである。

本件については、不動産鑑定士に貸付料の鑑定評価を依頼し､貸付料の予定価格

を決定していたが､3月26日に相手方が本地のボーリング調査結果資料を提示し

て、同調査結果に基づくと本地が軟弱地盤と見受けられるため、同調査結果を貸付

料に考慮するべきとの主張がなされた。

本地のボーリング調査は､平成26年10月に大阪航空局が相手方に一時貸付け

を行うことにより認めていたものであるが、当該調査の結果は、国が貸付料鑑定評

価依頼を行う際に認識していなかった内容であり、土地の価格に影響を及ぼす価格

形成要因となるものであった。

そのため、当該調査結果の貸付料に対する影響を再検討することとし、当初に依

頼した不動産鑑定士に意見評価を徴して貸付料の見直しを行い､その結果を踏まえ

て予定価格を決定するものである。
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2．財産の概要

所在地：豊中市野田町1501番

区分：土地（宅地）

数量： 8，770．43㎡

会計：自動車安全特別会計（空港整備勘定）

平成25年4月30日大阪航空局より処分依頼○

3．処理区分等

相手方：学校法人森友学園

利用計画：小学校敷地

処理区分：時価貸付（10年間の事業用定期借地）

契約方式：随意契約

適用法令：会計法第29条の3第5項､予算決算及び会計令第99条第21号

用途指定：有（小学校敷地）

4．予定価格

年額貸付料予定価格は、別添予定価格調書のとおり。


